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3月の税務と労務3月 （弥生）MARCH
20日・春分の日

国　税／ 令和元年分所得税の確定申
告 2月16日～3月16日

国　税／ 個人の青色申告の承認申請
 3月16日

国　税／ 贈与税の申告 
 2月1日～3月16日

国　税／ 2月分源泉所得税の納付 
 3月10日

国　税／ 個人事業者の令和元年分消
費税の確定申告 3月31日

国　税／ 1月決算法人の確定申告（法
人税・消費税等） 3月31日

国　税／ 7月決算法人の中間申告 
 3月31日

国　税／ 4月、7月、10月決算法人の消
費税の中間申告（年3回の場
合） 3月31日

地方税／ 個人の都道府県民税、市町
村民税、事業税（事業所税）
の申告 3月16日

　配偶者が相続開始時に被相続人所有の建物に居住していた場
合、終身又は一定期間、その建物に無償で居住することができる
権利。配偶者の安定した生活の保護などを目的に4月1日以後の相
続からスタートする制度で、遺産分割や被相続人からの遺贈等に
よって配偶者が取得します。



３月号─2

　

令
和
二
年
度
税
制
改
正
で
は
、
持

続
的
な
経
済
成
長
の
実
現
に
向
け
、

企
業
の
内
部
留
保
を
投
資
に
つ
な
げ

る
措
置
や
経
済
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
・

デ
ジ
タ
ル
化
へ
の
対
応
、
中
小
企
業

へ
の
支
援
、
地
方
創
生
、
個
人
の
安

定
的
な
資
産
形
成
支
援
な
ど
の
税
制

措
置
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
ま
す
。

　

以
下
、
主
な
改
正
項
目
の
ポ
イ
ン

ト
を
整
理
し
て
み
ま
す
。

【
改
正
項
目
タ
イ
ム
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
】

　

主
な
改
正
項
目
の
適
用
時
期
は
、

下
表
の
と
お
り
で
す
。

　

な
お
、
前
年
以
前
の
改
正
で
適
用

時
期
が
今
年
以
降
と
な
る
項
目
も
記

載
し
て
い
ま
す
。

Ⅰ　

個
人
課
税
関
係

1　

N
I
S
A
の
見
直
し

　

個
人
の
資
産
形
成
を
後
押
し
す
る

少
額
投
資
非
課
税
制
度（
N
I
S
A
）

を
見
直
し
、
令
和
六
年
に
投
資
信
託

な
ど
低
リ
ス
ク
商
品
に
特
化
し
た

「
積
立
枠
」
が
新
設
さ
れ
ま
す
。
そ

し
て
、
積
立
枠
へ
の
投
資
を
前
提
と

し
て
上
場
株
式
等
へ
の
投
資
が
で
き

る
仕
組
み
と
な
り
ま
す
。

２　

未
婚
の
ひ
と
り
親
へ
の
税
制
措

置
と
寡
婦
（
夫
）
控
除
の
見
直
し

　

未
婚
の
ひ
と
り
親
世
帯
（
事
実
婚

を
除
く
）
の
「
子
ど
も
の
貧
困
対
策
」

の
観
点
か
ら
税
負
担
の
軽
減
を
図
る

た
め
、
結
婚
・
入
籍
が
前
提
だ
っ
た

寡
婦
（
夫
）
控
除
に
つ
い
て
、
未
婚

の
ひ
と
り
親
も
適
用
で
き
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。
ま
た
、
寡
婦
に
寡
夫
同

様
の
所
得
制
限
（
合
計
所
得
金
額

五
〇
〇
万
円
以
下
）
を
設
け
統
一
し

ま
す
。

３　

低
未
利
用
土
地
等
を
譲
渡
し
た

場
合
の
特
別
控
除
制
度
の
創
設

　

個
人
が
都
市
計
画
区
域
内
に
あ
る

空
地
等
を
譲
渡
し
た
場
合
に
、
譲
渡

価
格
が
五
〇
〇
万
円
以
下
で
、
五
年

を
超
え
て
所
有
し
て
い
る
も
の
等
に

つ
い
て
は
、
譲
渡
所
得
か
ら
一
〇
〇

万
円
の
特
別
控
除
が
認
め
ら
れ
ま
す
。

４　

確
定
拠
出
年
金
制
度
等
の
改
正

に
伴
う
措
置

　

確
定
拠
出
年
金
法
等
の
改
正
を
前

提
に
、
確
定
拠
出
年
金
制
度
の
加
入

可
能
要
件
に
つ
い
て
、
企
業
型
確
定

拠
出
年
金
制
度
は
厚
生
年
金
被
保
険

者
で
あ
れ
ば
、
個
人
型
確
定
拠
出
年

金
制
度
は
国
民
年
金
被
保
険
者
で
あ

れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
加
入
可
能
と
す
る

な
ど
の
改
正
が
行
わ
れ
た
後
も
、
現

行
の
税
制
上
の
優
遇
措
置
が
適
用
さ

れ
ま
す
。

Ⅱ　

資
産
課
税
関
係

1　

所
有
者
不
明
土
地
等
に
係
る
課

税
上
の
課
題
へ
の
対
応

⑴　

現
所
有
者
の
申
告
の
制
度
化

　

登
記
上
の
所
有
者
が
死
亡
し
て
い

る
場
合
、
市
町
村
長
は
条
例
に
よ
り

そ
の
土
地
等
を
現
に
所
有
し
て
い
る

者
に
、
固
定
資
産
税
の
賦
課
徴
収
に

必
要
な
事
項
を
申
告
さ
せ
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

⑵　

使
用
者
を
所
有
者
と
み
な
す
制

改正項目タイムスケジュール
（〇減税、●増税、△どちらともいえない）

2020 年 1月 ● 所得税改革、年収 850 万円超の会社員は増
税

〇 多様な働き方に対応、基礎控除 10 万円引
上げ

● 給与所得控除及び公的年金等控除 10 万円
引下げ

〇 寡婦（夫）控除の適用範囲拡大

△ 準確定申告の電子的手続の簡素化

4月 △ 大企業は法人税・消費税等の電子申告義務
化

△ 個人番号等が付された証券口座情報の効率
的運用開始

△ 所有者不明土地等に係る課税上の課題への
対応

〇 オープンイノベーション促進税制の創設

〇 企業版ふるさと納税の拡充

● 大企業の交際費特例の廃止

△ 配偶者居住権の適用開始

7月 〇 低未利用土地等を譲渡した場合の特別控除

2023 年 10 月 △ 消費税のインボイス制度始まる

2024 年 1月 ● 森林環境税導入

2026 年 10 月 △ ビール系飲料の税率統一

令
和
２
年
度

税
制
改
正
（
案
）

の
ポ
イ
ン
ト



3─３月号

度
の
拡
大

　

令
和
三
年
度
以
後
、
市
町
村
は
、

一
定
の
調
査
を
し
て
も
な
お
固
定
資

産
の
所
有
者
が
一
人
も
明
ら
か
で
な

い
場
合
に
は
、
そ
の
使
用
者
を
所
有

者
と
み
な
し
固
定
資
産
税
を
課
す
こ

と
が
で
き
ま
す
。

２　

国
外
中
古
建
物
の
不
動
産
所
得

に
係
る
損
益
通
算
等
の
特
例
の
創

設

　

国
外
中
古
建
物
か
ら
生
ず
る
不
動

産
所
得
を
有
す
る
場
合
に
お
い
て
、

そ
の
年
分
の
不
動
産
所
得
の
金
額
の

計
算
上
、
国
外
不
動
産
所
得
の
損
失

の
金
額
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
国
外

不
動
産
所
得
の
損
失
の
金
額
の
う
ち

国
外
中
古
建
物
の
償
却
費
に
相
当
す

る
部
分
の
金
額
は
、
所
得
税
に
関
す

る
法
令
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
生
じ
な
か
っ
た
も
の
と
み
な
す

特
例
が
創
設
さ
れ
ま
す
。

Ⅲ　

法
人
課
税
関
係

１　

オ
ー
プ
ン
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
に

係
る
措
置
の
創
設

　

民
間
の
研
究
開
発
の
活
性
化
策
と

し
て
創
設
さ
れ
る
目
玉
政
策
で
す
。

　

設
立
一
〇
年
未
満
の
非
上
場
企
業

に
一
億
円
以
上
（
中
小
企
業
者
は

一
、〇
〇
〇
万
円
以
上
）
を
出
資
す

る
と
、
出
資
額
の
二
五
％
相
当
を
所

得
金
額
か
ら
差
し
引
く
こ
と
が
で
き

課
税
負
担
の
軽
減
と
な
り
ま
す
。

　

同
措
置
は
、
自
社
に
な
い
革
新
的

な
技
術
を
手
に
入
れ
る
と
と
も
に
ベ

ン
チ
ャ
ー
支
援
に
も
繋
が
り
、
欧
米

で
は
す
で
に
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

な
お
、
日
本
企
業
が
自
社
で
で
き

な
い
事
業
を
社
外
の
力
を
使
う
こ
と

が
狙
い
な
の
で
、
グ
ル
ー
プ
会
社
へ

の
出
資
は
対
象
外
と
さ
れ
ま
す
。

２　

５
G
（
第
五
世
代
移
動
通
信

シ
ス
テ
ム
）
対
応
税
制
の
創
設

　

第
五
世
代
移
動
通
信
シ
ス
テ
ム
の

早
期
普
及
の
た
め
、
基
地
局
な
ど
の

関
連
設
備
を
前
倒
し
で
整
備
す
る
携

帯
電
話
事
業
者
な
ど
に
対
し
、
取
得

等
し
た
設
備
投
資
額
の
一
五
％
の
税

額
控
除
又
は
三
〇
％
の
特
別
償
却
が

で
き
る
制
度
が
創
設
さ
れ
ま
す
。

３　

企
業
版
ふ
る
さ
と
納
税
の
拡
充

　

地
方
を
活
性
化
す
る
た
め
、
地
方

創
生
応
援
税
制
（
企
業
版
ふ
る
さ
と

納
税
）
を
五
年
間
延
長
す
る
と
と
も

に
、
税
額
控
除
割
合
が
三
割
か
ら
六

割
に
拡
充
さ
れ
ま
す
。

４　

交
際
費
課
税
の
見
直
し

　

大
企
業
で
も
利
用
で
き
る
交
際
費

課
税
の
特
例
と
し
て
、
接
待
な
ど
で

一
人
当
た
り
五
、〇
〇
〇
円
を
超
え

る
飲
食
代
の
場
合
は
半
分
を
損
金
と

す
る
こ
と
を
認
め
て
い
ま
す
が
、
資

本
金
一
〇
〇
億
円
超
の
大
企
業
に
つ

い
て
は
、
こ
の
措
置
が
今
年
三
月
末

で
廃
止
さ
れ
ま
す
。

　

な
お
、
中
小
法
人
の
交
際
費
課
税

の
特
例
は
、
適
用
期
限
が
二
年
延
長

さ
れ
ま
す
。

５　

少
額
減
価
償
却
資
産
の
特
例
の

見
直
し

　

中
小
企
業
者
等
の
少
額
減
価
償
却

資
産
（
取
得
価
額
三
〇
万
円
未
満
）

の
損
金
算
入
制
度
に
つ
い
て
、
次
の

見
直
し
を
行
っ
た
上
、
適
用
期
限
が

二
年
延
長
さ
れ
ま
す
。

①　

対
象
法
人
か
ら
連
結
法
人
を
除

外
す
る
。

②　

対
象
法
人
の
要
件
の
う
ち
常
時

使
用
す
る
従
業
員
数
の
要
件
を

一
、〇
〇
〇
人
以
下
か
ら
五
〇
〇

人
以
下
に
引
き
下
げ
る
。

Ⅳ　

消
費
課
税
関
係

法
人
に
係
る
消
費
税
の
申
告
期
限
の

特
例
の
創
設

　

法
人
税
の
確
定
申
告
書
の
提
出
期

限
延
長
の
特
例
の
適
用
を
受
け
る
法

人
が
、
消
費
税
の
確
定
申
告
書
の
提

出
期
限
を
延
長
す
る
旨
の
届
出
書
を

提
出
し
た
場
合
に
は
、
消
費
税
の
確

定
申
告
書
の
提
出
期
限
が
一
ヵ
月
延

長
さ
れ
ま
す
。

Ⅴ　

納
税
環
境
整
備
関
係

１　

振
替
納
税
の
通
知
依
頼
及
び
ダ

イ
レ
ク
ト
納
付
の
利
用
届
出
が

e

−

T
a
x
で
申
請
可
能
と
な
り

ま
す
。

２　

準
確
定
申
告
の
電
子
的
手
続
が

簡
素
化
さ
れ
ま
す
。

３　

納
税
地
の
異
動
が
あ
っ
た
場
合

の
振
替
納
税
に
つ
い
て
、
異
動
後

も
従
前
の
金
融
機
関
の
口
座
を
利

用
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

４　

利
子
税
・
還
付
加
算
金
等
の
割

合
が
引
下
げ
ら
れ
ま
す
。

Ⅵ　

そ
の
他

１　

住
宅
関
係
の
登
録
免
許
税
の
適

用
期
限
の
延
長

　

適
用
期
限
を
迎
え
る
住
宅
用
家
屋

の
所
有
権
の
保
存
登
記
、
移
転
登

記
、
住
宅
取
得
資
金
の
貸
付
け
等
に

係
る
抵
当
権
の
設
定
登
記
に
対
す
る

登
録
免
許
税
の
軽
減
税
率
の
適
用
期

限
が
二
年
延
長
さ
れ
ま
す
。

２　

不
動
産
の
譲
渡
に
関
す
る
契
約

書
等
に
係
る
印
紙
税
の
税
率
の
特

例
措
置

　

適
用
期
限
が
二
年
延
長
さ
れ
ま
す
。
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　消費税の仕入税額控除の適用を受けるた
めには、取引の事実に基づく一定の事項が
記載された「区分記載請求書等」が必要と
なります。これらの記載に誤りがある場合
にはどうすればよいのでしょうか？
⑴　誤った税率で税込対価を計算したレシ

ート等を交付した場合
　消費税の申告は、取引の実態に応じ、適
正な適用税率を判定し、その判定した適用
税率に基づいて行わなければなりません。
そのため、小売店などにおいて、買い手（顧
客）に対して誤った税率に基づいて税込対
価を計算したレシート等を交付していた場
合でも、「取引の事実」に基づく適正な税
率で計算して申告する必要があります。
　例えば、標準税率（10％）が適用される

商品について、軽減税率（8％）が適用され
た場合の税込価格で販売しレシート等を交
付していた場合には、本体価格を修正する
などして適正な税率（10％）で記帳をしな
ければなりません。
⑵　誤った税率で税込対価を計算したレシ

ートを受領した場合
　消費税の仕入税額控除の適用を受けるた
めには、取引の事実に基づく一定の事項が
記載された「区分記載請求書等」の保存が
必要です。
　例えば、誤った税率に基づいて税込対価
を計算したレシートを受領した場合には、
取引先に対して「取引の事実」に基づくレ
シートの再交付を依頼するといった対応が
必要となります。請求書等に誤りがある場
合に、自ら追記できる事項は、「軽減税率
の対象品目である旨」と「税率ごとに区分
して合計した対価の額（税込）」に限られま
すので、適用税率の誤りによる税込対価の
額の誤りがあったとしても、自ら追記して
修正することはできません。

　消費税　
税込対価に誤りのある 
レシート等を交付した場合・ 
受領した場合の対応

　法人が賃借している建物に造作を行った
場合には、自己所有の建物に対して行った
資本的支出とは異なり、内部造作を一つの
資産として耐用年数を見積もった年数によ
り償却します。このときの耐用年数は、造
作をした建物の耐用年数、造作の種類、用
途、使用材質等を勘案して合理的に見積も
ることとされています。
　また、同一の建物についてされた造作の
耐用年数は、造作の種類別ではなく、全部
を一つの資産として総合して見積もりま
す。ただし、建物の賃借期間の定めがあり、
賃借期間の更新ができないもので、かつ、
有益費の請求等ができないものについて
は、賃借期間を耐用年数として償却するこ
とができます。
　なお、法人が賃借した建物の建物附属設
備について造作を行った場合、その造作に
ついては、建物附属設備の耐用年数により
償却します。

賃借している建物に対する 
造作の耐用年数　

被
相
続
人
の
遺
族
が
、
被
相
続
人

が
生
前
に
支
給
を
受
け
る
予
定
で
あ

っ
た
年
金
（
未
支
給
年
金
）
を
請
求

し
、
受
け
取
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
年
金
は
相
続
税
の
課
税

対
象
と
な
る
の
で
し
ょ
う
か
？

　
こ
の
点
、
未
支
給
年
金
に
つ
い
て

は
、
被
相
続
人
の
遺
族
が
、
未
支
給

年
金
を
自
己
の
固
有
の
権
利
（
そ
の

者
の
権
利
）
と
し
て
請
求
す
る
も
の

で
あ
り
、
被
相
続
人
の
死
亡
に
係
る

相
続
税
の
課
税
対
象
に
は
な
り
ま
せ

ん
。

　
な
お
、
遺
族
が
支
給
を
受
け
た
未

支
給
年
金
は
、
支
給
を
受
け
た
者
の

一
時
所
得
（
所
得
税
）
に
該
当
し
ま

す
。
ま
た
、
厚
生
年
金
や
国
民
年
金

な
ど
を
受
給
し
て
い
た
人
が
死
亡
し

た
と
き
に
、
遺
族
に
対
し
て
支
給
さ

れ
る
遺
族
年
金
は
、
原
則
と
し
て
所

得
税
も
相
続
税
も
課
税
さ
れ
ま
せ
ん
。

未
支
給
年
金
を
受
け
取
っ
た
場
合
に
相
続
税
は
か
か
る
？


